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九州大学附属図書館規則

平成１６年度九大規則第１３９号

制 定：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 ６年 ３月１３日

（令和５年度九大規則第２９号）

（趣旨）

第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号。以下「学則」という。）第

１０条第２項の規定に基づき、附属図書館の内部組織その他必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 附属図書館は、図書館資料を収集管理し、九州大学（以下「本学」という。）の職員及

び学生の調査・研究に資することを目的とする。

（館長）

第３条 学則第２５条の規定により、附属図書館に、館長を置く。

（副館長）

第４条 学則第２５条の規定により、附属図書館に、副館長を置く。

（中央図書館）

第４条の２ 附属図書館中央図書館（以下「中央図書館」という。）を、伊都地区イーストゾー

ンに置く。

（分館）

第５条 附属図書館に、分館として、病院地区に医学図書館を、大橋地区に芸術工学図書館を、

筑紫地区に筑紫図書館を、伊都地区ウエストゾーンに理系図書館を置く。

（分館長）

第６条 分館（理系図書館を除く。）に、分館長を置く。

２ 医学図書館の分館長（「医学図書館長」と称する。）は、病院地区に置かれた部局の教授を

もって充てる。

３ 芸術工学図書館の分館長（「芸術工学図書館長」と称する。）は、大橋地区に置かれた部局

の教授をもって充てる。

４ 筑紫図書館の分館長（「筑紫図書館長」と称する。）は、筑紫地区に置かれた部局の教授を

もって充てる。

５ 分館長は、館長の統轄のもとに、分館の事務を掌理する。

（研究開発室）

第６条の２ 附属図書館に、研究開発室を置く。

２ 研究開発室の業務及び組織に関し必要な事項は、総長の承認を経て、館長が定める。

（部局図書室）

第７条 附属図書館に、別府病院図書室を置く。

（記録資料館）

第８条 附属図書館に、記録資料館を付設する。

２ 記録資料館の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

（商議委員会）

第９条 附属図書館に、図書館に関する重要事項を審議するため、商議委員会を置く。

２ 商議委員会の組織、議事の手続その他必要な事項は、別に定める。

（運営委員会）

第１０条 中央図書館及び分館（以下「中央図書館等」という。）に、中央図書館等の運営等を

審議させるため、運営委員会を置く。

２ 各運営委員会の組織、議事の手続その他必要な事項は、当該中央図書館等が置かれた地区の

部局の意見を聞いて、館長が定める。

（運営）

第１１条 この規則に定めるもののほか、附属図書館の運営等に関して必要な規則は、別に定め

る。

附 則
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この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年度九大規則第２２７号）

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規則第１６号）

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規則第８８号）

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規則第１２７号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規則第１０５号）

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規則第１５２号）

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年度九大規則第７号）

この規則は、平成２３年６月１日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。

附 則（平成２４年度九大規則第５６号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規則第１０９号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規則第４０号）

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。

附 則（令和４年度九大規則第４０号）

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和５年度九大規則第２９号）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。


